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市
で
は
、
市
内
で
開
発
事
業
を
行
う
事
業
者
に
対
し
て
、
公
共
施
設
や
公
益
的
施

設
の
整
備
に
関
し
て
必
要
な
指
導
を
行
い
、
そ
の
協
力
を
得
て
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
し
、
良
好
な
都
市
環
境
を
創
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て「
三
鷹
市
開
発

事
業
に
関
す
る
指
導
要
綱
」を
定
め
て
い
ま
す
。
現
在
、
大
規
模
な
土
地
に
共
同
住

宅
が
建
設
さ
れ
、
局
地
的
に
人
口
が
増
加
す
る
こ
と
で
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
が

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
影
響
に
よ
る
課
題
の
軽
減
を
図
る
た
め
、

同
要
綱
の
改
正
を
行
い
ま
す
。
改
正
す
る
要
綱
の
案
に
つ
い
て
、
み
な
さ
ん
の
ご
意

見
・
ご
要
望
な
ど
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

◇
改
正
の
目
的

　

企
業
が
所
有
す
る
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
工
場
な
ど
大
規
模
な
土
地
が
売
却
さ
れ
る
と
、
そ

の
跡
地
の
多
く
に
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
集
合
住
宅
が
建
設
さ
れ
ま
す
。
大
規
模
な

開
発
事
業
が
行
わ
れ
る
と
流
入
す
る
人
口
も
多
く
な
り
、
上
下
水
道
、
道
路
な
ど
の
公

共
施
設
の
負
担
が
増
加
し
、
子
育
て
支
援
施
設
が
不
足
す
る
こ
と
で
待
機
児
童
が
増
加

す
る
な
ど
の
影
響
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、一
定
以
上
の
規
模
の
開
発
事
業
に
対
し
、

子
育
て
支
援
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
市
と
の
協
議
を
義
務
付
け
る
こ
と
や
、
ま
ち
づ
く

り
協
力
金
の
額
を
増
額
す
る
こ
と
で
、
住
環
境
へ
の
影
響
の
軽
減
を
図
り
ま
す
。

◇
改
正
内
容

⑴
対
象
と
な
る
事
業

　

三
鷹
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
に
基
づ
く
手
続
き
を
行
う
日
以
前
３
年
以
内
に
一
団
の

土
地
で
あ
っ
た
面
積
５
，０
０
０
㎡
以
上
の
土
地
の
全
部
ま
た
は
一
部
、
あ
る
い
は
面

積
５
，０
０
０
㎡
以
上
の
事
業
施
行
区
域
で
、
①
計
画
戸
数
１
０
０
戸
以
上
の
共
同
住

宅（
長
屋
を
含
む
）ま
た
は
延
べ
床
面
積
１
０
，０
０
０
㎡
以
上
の
事
務
所
な
ど
の
建
築
。

②
計
画
戸
数
１
０
０
戸
以
上
の
共
同
住
宅（
長
屋
を
含
む
）の
建
築
お
よ
び
宅
地
の
開

発
行
為
。

⑵
子
育
て
支
援
施
設
に
つ
い
て

　

⑴
の
①
に
該
当
す
る
事
業
を
行
う
場
合
、
子
育
て
支
援
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
市
と
協
議
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
開
発
事
業
区
域
に
地
区
計

画
が
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
除
き
ま
す
。

⑶
ま
ち
づ
く
り
協
力
金
に
つ
い
て

　

⑴
の
②
に
該
当
す
る
事
業
を
行
う
場
合
、
ま
ち
づ
く
り
協
力
金
の
金
額
を
従
来
の

１
戸
あ
た
り
１
０
０
，
０
０
０
円
か
ら
２
０
０
，０
０
０
円
に
増
額
し
ま
す
。
た
だ
し
、

開
発
事
業
区
域
に
地
区
計
画
が
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
ま
た
は
子
育
て
支
援
施
設
を

設
置
す
る
場
合
は
除
き
ま
す
。

「三鷹市開発事業に関する指導要綱」の
改正（案）にご意見をお寄せください
まちづくり推進課☎内線2816

◆
ご
意
見
・
ご
要
望
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

平
成
23
年
1
月
11
日
㈫
ま
で
に
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号（
団
体
の
場
合
は
、
所
在

地
・
団
体
名
・
代
表
者
の
氏
名
・
電
話
番
号
）を
記
入
し
、
直
接
ま
た
は
郵
送
・
フ
ァ
ク

ス
・
電
子
メ
ー
ル
で「
〒
１
８
１-

８
５
５
５
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
」・

46-

４
７
４
５
・

m
achidukuri@

city.m
itaka.tokyo.jp

へ

※
案
の
全
文
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
か
ら「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ま
ち
づ
く
り
推
進
課（
市
役
所
5
階
53
番
窓
口
）、
相
談
・
情

報
セ
ン
タ
ー（
市
役
所
2
階
）、
市
政
窓
口
、
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー
で
も
配
布
し
ま
す
。

※
こ
の
要
綱
は
平
成
23
年
2
月
上
旬
に
改
定
し
、
そ
の
後
、
周
知
期
間
を
経
て
平
成
23

年
4
月
1
日
に
施
行
予
定
で
す
。

パブリック
コメント

市の重要な政策を策定する際に、原
案を公表し広く市民のみなさんから意
見を求め、いただいた意見を考慮しな
がら政策を決定すること。

　AEDは心臓まひを起こして倒れた人に電気ショックを与え、心臓
の働きを正常な状態に戻す医療機器で、操作方法を音声ガイドして
くれるため特別な資格や専門知識がなくても使用できます。市内で
もAEDを使用して蘇生に成功した例が複数件報告され、高い救命効
果が実証されています。
　このたび三鷹警察署では、同署をはじめ市内の交番（11カ所）、駐
在所（4カ所）、地域安全センター（2カ所）にAEDを設置しました。市
でもすでに市役所、市政窓口、市立小中学校、コミュニティセンター、
スポーツ施設、福祉施設などへAEDを設置し、今年度は民間事業者
にご協力いただきコンビニエンスストア（ローソン井の頭5丁目店）
にも設置しました。今後も安全・安心のまちづくりを目指し、AED
の設置と操作方法の普及啓発に取り組んでいきます。

　

確
定
申
告
な
ど
で
控
除
を
受
け
る
方
に
、
控
除
を
証
明
す
る
書
類
を
発
行
し
ま

す
。
発
行
に
は
1
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。
証
明
書
類
は
申
請
者
宛
に
郵
送
し
ま
す
。

◆
65
歳
以
上
で
障
害
者
手
帳
な
ど
が
な
い
方
の
障
害
者
控
除
認
定
書

65
歳
以
上
で
、
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方

※
身
体
者
障
害
者
手
帳
・
愛
の
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

◆
お
む
つ
に
係
る
費
用
の
医
療
費
控
除
確
認
書

①
・
②
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

①
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
2
年
目
以
降

②
要
介
護
・
要
支
援
認
定
の
通
知
を
受
け
て
い
て
、
寝
た
き
り
で
尿
失
禁
な
ど
の

可
能
性
が
確
認
で
き
る
方

※
初
め
て
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
医
師
に
よ
る
お
む
つ
使
用

証
明
書
が
必
要
で
す
。

※
確
定
申
告
な
ど
に
は
、
お
む
つ
代
の
領
収
書
も
必
要
で
す
。

い
ず
れ
も
高
齢
者
支
援
課（
市
役
所
1
階
12
番
窓
口
）☎
内
線
２
６
２
４
へ

※
申
請
書
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

三
鷹
市
消
防
団
で
は
、
12
月
13
日
㈪
〜
31
日
㈮「
歳
末
消
防
特
別
警
戒
」

を
実
施
し
、
午
後
7
時
〜
10
時
に
市
内
の
夜
間
巡
回
広
報
と
警
戒
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

火
災
を
防
ぐ
に
は
一
人
ひ
と
り
の
心
掛
け
が
大
切
で
す
。
左
記
の
点
に

注
意
し
て
悲
惨
な
火
災
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

◆
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
物
を
置
か
な
い
な
ど
、
暖
房
器
具
の

取
り
扱
い
に
注
意

◆
調
理
中
は
調
理
器
具
か
ら
離
れ
ず
、
少
し
で
も
離
れ
る
場
合
は
必
ず
火

を
消
す

◆
年
末
の
大
掃
除
で
は
、
家
具
な
ど
の
裏
の
コ
ン
セ
ン
ト
プ
ラ
グ
も
掃
除

◆
ゴ
ミ
や
古
新
聞
な
ど
は
決
め
ら
れ
た
時
間
に
出
し
、
家
の
周
り
に
燃
え

や
す
い
物
を
置
か
な
い

◆
外
出
前
や
就
寝
前
に
は
必
ず
火
の
元
を
確
認

防
災
課
☎
内
線
２
２
８
４

AED（自動体外式除細動器）を
市内すべての交番・駐在所などに
設置しました

歳
末
消
防
特
別
警
戒
を

　
　
　
　
　

実
施
し
て
い
ま
す

「『
消
し
た
か
な
』  

あ
な
た
を
守
る  

合
い
言
葉
」（
全
国
統
一
標
語
）

「
住
警
器  

頼
れ
る
我
が
家
の  

見
張
り
番
」（
東
京
消
防
庁
統
一
標
語
）

防災課☎内線2283

　平成23年1月1日から使用するひ
とり親医療証（桃色）を、12月末ま
でに郵送します。現在使用中の医
療証（藤色）は、子育て支援課（市役
所4階43番窓口）、市政窓口へ直接
または郵送で返却してください。
離婚や死別などの理由でひとり親である、また配偶者が重度の障がい

を持っている状態の方で、18歳に達する日以降の最初の3月31日（中
程度以上の障がいを持つ児童は20歳の誕生日の前日）までの児童を養育
している家族
※過去に所得制限超過により該当しなくなった方で、再度該当するように
なった方も申請が必要です。
印鑑、健康保険証、戸籍謄本（児童扶養手当を受給されている方は不要）、

平成22年1月2日以降に転入した方は、平成22年度課税証明書を持参し
子育て支援課へ
◆ひとり親医療証とは
　医療機関の窓口に健康保険証と一緒に提示することで、保険診療の自己
負担分の一部、または全部が無料になる制度です。交付を受けるには申請
が必要です（所得制限あり）。

証
明
書
を
発
行
し
ま
す

障
害
者
控
除

医
療
費
控
除
の

ひとり親医療証を
郵送します
子育て支援課☎内線2751


